
市
展「
い
が
」に
出
品
し
ま
せ
ん
か

◆ 

皆
さ
ん
の
力
作
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
】
文
化
交
流
課　
☎
22
・
９
６
２
１　
℻  
22
・
９
６
１
９　

bunka@
city.iga.lg.jp

　

皆
さ
ん
に
造
形
芸
術
の
創
作
意
欲
を
高
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
文
化
に
親
し
ん
で

い
た
だ
く
た
め
に
市
展
「
い
が
」（
伊
賀
市

民
美
術
展
覧
会
）
を
開
催
し
ま
す
。

【
部　

門
】

○
絵
画

○
彫
塑
工
芸

○
写
真

○
書　

【
展
示
作
品
】

　

公
募
作
品
の
う
ち
、
審
査
の
結
果
入
賞
・

入
選
し
た
作
品
や
＊

無
鑑
査
の
作
品
な
ど

＊
無
鑑
査
の
作
品
…
過
去
の
入
選
実
績
に
よ

り
、
審
査
が
不
要
と
認
め
ら
れ
た
作
家
の

作
品

【
公
募
出
品
者
資
格
】

　

２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・
出

身
の
人

【
公
募
出
品
規
定
】

　

出
品
点
数
：
１
部
門
に
つ
き
１
人
１
点
ま

で
（
自
己
の
制
作
し
た
未
発
表
の
作
品
に
限

り
ま
す
。）

※
ほ
か
の
公
募
展
に
入
賞
・
入
選
し
た
作
品

や
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
作

品
な
ど
は
出
品
で
き
ま
せ
ん
。（
グ
ル
ー

プ
展
・
個
展
へ
の
出
展
作
品
は
未
発
表
作

品
と
み
な
し
ま
す
。）

※
作
品
の
大
き
さ
・
額
装
な
ど
の
規
定
は
、

必
ず
募
集
要
項
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
表　

彰
】

　

審
査
の
結
果
、
優
秀
な
作
品
に
は
次
の
賞

が
贈
ら
れ
ま
す
。

○
市
展
「
い
が
」
賞

○
議
長
賞

○
教
育
委
員
会
賞

○
ぶ
ん
と
理
事
長
賞

○
岡
田
文
化
財
団
賞

○
伊
賀
上
野
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
賞

○
上
野
商
工
会
議
所
会
頭
賞

○
伊
賀
市
商
工
会
長
賞

○
奨
励
賞

【
作
品
搬
入
】

　

令
和
２
年
３
月
３
日
㈫

　

正
午
〜
午
後
７
時

　

伊
賀
市
文
化
会
館

【
公
開
審
査
】

　

令
和
２
年
３
月
５
日
㈭

　

伊
賀
市
文
化
会
館

　

書
：
午
前
10
時
〜

　

絵
画
・
彫
塑
工
芸
・
写
真
：
午
後
１
時
〜

【
表
彰
式
】

　

令
和
２
年
３
月
22
日
㈰
午
後
２
時
〜

【
作
品
講
評
会
】

　

令
和
２
年
３
月
22
日
㈰
午
後
４
時
〜

○
文
化
交
流
課
（
芭
蕉
翁
記
念
館
）

○
本
庁
舎
総
合
受
付

○
各
支
所
振
興
課

○
各
公
民
館

○
上
野
図
書
館

○
伊
賀
市
文
化
会
館

○
あ
や
ま
文
化
セ
ン
タ
ー

○
青
山
ホ
ー
ル

○
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

第
15
回
市
展
「
い
が
」

（
伊
賀
市
民
美
術
展
覧
会
）

【
と　

き
】

　

令
和
２
年
３
月
18
日
㈬
〜
22
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
７
時

※
22
日
は
午
後
４
時
ま
で

■
ギ
ャ
ラ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　

令
和
２
年
３
月
20
日
㈮

　

午
前
11
時
〜

　

午
後
１
時
30
分
〜

■
ホ
ー
ル
コ
ン
サ
ー
ト

　

令
和
２
年
３
月
22
日
㈰

　

午
後
３
時
〜

【
と
こ
ろ
】

　

伊
賀
市
文
化
会
館

募
集
要
項
・
出
品
申
込
書
は
10
月
１
日
㈫

か
ら
次
の
場
所
で
配
布
し
ま
す

国
民
年
金
の
は
な
し

　

国
民
年
金
加
入
中
ま
た
は
20
歳
に
な
る
前

の
病
気
や
け
が
な
ど
で
、
法
令
に
定
め
ら
れ

て
い
る
障
が
い
（
障
害
等
級
の
１
級
・
２
級
）

の
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
請
求
を
す
る
こ
と

に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
平
成
31
年
４
月
分
か
ら
の
年
金
額（
定
額
）

　

９
７
５
，
１
２
５
円
（
１
級
）

　

７
８
０
，
１
０
０
円
（
２
級
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り

ま
す
。

　

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が
受
給
権
を

得
た
と
き
や
得
た
後
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
子
※
１
が
い
る
場
合

は
、子
の
人
数
に
よ
っ
て
加
算
が
あ
り
ま
す
。

※
１
…
18
歳
に
な
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
子

ま
た
は
障
害
等
級
１
級
・
２
級
の
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満
の
子

◆
年
金
を
受
け
ら
れ
る
要
件

　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
日
本
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
初
診
日
（
病

気
や
け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
人
ま

た
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
（
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
り
上
げ
て
受
給
し
て
い
る
人
は
除

く
。）
で
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々

月
ま
で
の
全
被
保
険
者
期
間
に
３
分
の
２

以
上
の
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
保
険
料

免
除
期
間
、
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
、
学

生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
。）
が
あ
る
か
、

初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

直
近
１
年
間
に
保
険
料
未
納
期
間
が
な

い
人
。

○
20
歳
に
な
る
前
に
初
診
日
が
あ
り
、
障
害

認
定
日
※
２
に
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る

障
害
等
級
表
の
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
が

い
の
状
態
に
な
っ
た
人
、
ま
た
は
障
害
認

定
日
に
該
当
し
な
か
っ
た
人
が
65
歳
に
な

る
前
日
ま
で
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た

人
。（
た
だ
し
、
20
歳
に
な
る
前
の
傷
病

で
障
害
年
金
を
請
求
す
る
場
合
、
納
付
要

件
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。）

※
２
…
障
が
い
の
程
度
を
定
め
る
日
の
こ

と
。
原
則
と
し
て
、
病
気
や
け
が
に

よ
り
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
た

日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経
過
し
た

日
、
ま
た
は
１
年
６
カ
月
以
内
に
症

状
が
固
定
し
た
日
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る

月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
多
胎
妊
娠
の

場
合
は
３
カ
月
前
〜
６
カ
月
間
）
の
国
民

年
金
保
険
料
が
免
除
で
き
ま
す
。（
平
成

31
年
４
月
分
保
険
料
〜
）

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
以
上
の
出
産
を

い
い
ま
す
。（
死
産
、
流
産
、
早
産
の

場
合
を
含
む
。）

【
対
象
者
】

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、
出
産

日
ま
た
は
出
産
予
定
日
が
平
成
31
年
２
月

１
日
以
降
の
人

【
申
請
方
法
】

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
届
出
で

き
ま
す
。
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
住

民
福
祉
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
も
の
】

•
出
産
予
定
日
（
出
産
日
）
の
わ
か
る
も

の
（
母
子
手
帳
な
ど
）

•
本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証

な
ど
）

•
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

の
わ
か
る
も
の

•
印
鑑

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
で
き
ま
す
。

障
害
基
礎
年
金
を
ご
存
知
で
す
か

【
問
い
合
わ
せ
】

○
保
険
年
金
課

　

☎
22
・
９
６
５
９

　

℻  
26
・
０
１
５
１

　

hoken@
city.iga.lg.jp

○
各
支
所
住
民
福
祉
課

○
津
年
金
事
務
所

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
９
１
１
２
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市
展「
い
が
」に
出
品
し
ま
せ
ん
か

◆ 

皆
さ
ん
の
力
作
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す

【
問
い
合
わ
せ
】
文
化
交
流
課　
☎
22
・
９
６
２
１　
℻  
22
・
９
６
１
９　

bunka@
city.iga.lg.jp

　

皆
さ
ん
に
造
形
芸
術
の
創
作
意
欲
を
高
め

て
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
文
化
に
親
し
ん
で

い
た
だ
く
た
め
に
市
展
「
い
が
」（
伊
賀
市

民
美
術
展
覧
会
）
を
開
催
し
ま
す
。

【
部　

門
】

○
絵
画

○
彫
塑
工
芸

○
写
真

○
書　

【
展
示
作
品
】

　

公
募
作
品
の
う
ち
、
審
査
の
結
果
入
賞
・

入
選
し
た
作
品
や
＊

無
鑑
査
の
作
品
な
ど

＊
無
鑑
査
の
作
品
…
過
去
の
入
選
実
績
に
よ

り
、
審
査
が
不
要
と
認
め
ら
れ
た
作
家
の

作
品

【
公
募
出
品
者
資
格
】

　

２
０
０
４
（
平
成
16
）
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学
・
出

身
の
人

【
公
募
出
品
規
定
】

　

出
品
点
数
：
１
部
門
に
つ
き
１
人
１
点
ま

で
（
自
己
の
制
作
し
た
未
発
表
の
作
品
に
限

り
ま
す
。）

※
ほ
か
の
公
募
展
に
入
賞
・
入
選
し
た
作
品

や
、
新
聞
・
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
作

品
な
ど
は
出
品
で
き
ま
せ
ん
。（
グ
ル
ー

プ
展
・
個
展
へ
の
出
展
作
品
は
未
発
表
作

品
と
み
な
し
ま
す
。）

※
作
品
の
大
き
さ
・
額
装
な
ど
の
規
定
は
、

必
ず
募
集
要
項
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

【
表　

彰
】

　

審
査
の
結
果
、
優
秀
な
作
品
に
は
次
の
賞

が
贈
ら
れ
ま
す
。

○
市
展
「
い
が
」
賞

○
議
長
賞

○
教
育
委
員
会
賞

○
ぶ
ん
と
理
事
長
賞

○
岡
田
文
化
財
団
賞

○
伊
賀
上
野
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
賞

○
上
野
商
工
会
議
所
会
頭
賞

○
伊
賀
市
商
工
会
長
賞

○
奨
励
賞

【
作
品
搬
入
】

　

令
和
２
年
３
月
３
日
㈫

　

正
午
〜
午
後
７
時

　

伊
賀
市
文
化
会
館

【
公
開
審
査
】

　

令
和
２
年
３
月
５
日
㈭

　

伊
賀
市
文
化
会
館

　

書
：
午
前
10
時
〜

　

絵
画
・
彫
塑
工
芸
・
写
真
：
午
後
１
時
〜

【
表
彰
式
】

　

令
和
２
年
３
月
22
日
㈰
午
後
２
時
〜

【
作
品
講
評
会
】

　

令
和
２
年
３
月
22
日
㈰
午
後
４
時
〜

○
文
化
交
流
課
（
芭
蕉
翁
記
念
館
）

○
本
庁
舎
総
合
受
付

○
各
支
所
振
興
課

○
各
公
民
館

○
上
野
図
書
館

○
伊
賀
市
文
化
会
館

○
あ
や
ま
文
化
セ
ン
タ
ー

○
青
山
ホ
ー
ル

○
各
地
区
市
民
セ
ン
タ
ー

※
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

第
15
回
市
展
「
い
が
」

（
伊
賀
市
民
美
術
展
覧
会
）

【
と　

き
】

　

令
和
２
年
３
月
18
日
㈬
〜
22
日
㈰

　

午
前
10
時
〜
午
後
７
時

※
22
日
は
午
後
４
時
ま
で

■
ギ
ャ
ラ
リ
ー
コ
ン
サ
ー
ト

　

令
和
２
年
３
月
20
日
㈮

　

午
前
11
時
〜

　

午
後
１
時
30
分
〜

■
ホ
ー
ル
コ
ン
サ
ー
ト

　

令
和
２
年
３
月
22
日
㈰

　

午
後
３
時
〜

【
と
こ
ろ
】

　

伊
賀
市
文
化
会
館

募
集
要
項
・
出
品
申
込
書
は
10
月
１
日
㈫

か
ら
次
の
場
所
で
配
布
し
ま
す

国
民
年
金
の
は
な
し

　

国
民
年
金
加
入
中
ま
た
は
20
歳
に
な
る
前

の
病
気
や
け
が
な
ど
で
、
法
令
に
定
め
ら
れ

て
い
る
障
が
い
（
障
害
等
級
の
１
級
・
２
級
）

の
状
態
に
な
っ
た
場
合
に
請
求
を
す
る
こ
と

に
よ
り
障
害
基
礎
年
金
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

◆
平
成
31
年
４
月
分
か
ら
の
年
金
額（
定
額
）

　

９
７
５
，
１
２
５
円
（
１
級
）

　

７
８
０
，
１
０
０
円
（
２
級
）

※
身
体
障
害
者
手
帳
の
等
級
と
は
異
な
り

ま
す
。

　

障
害
基
礎
年
金
の
受
給
権
者
が
受
給
権
を

得
た
と
き
や
得
た
後
、
そ
の
人
に
よ
っ
て
生

計
を
維
持
さ
れ
て
い
る
子
※
１
が
い
る
場
合

は
、子
の
人
数
に
よ
っ
て
加
算
が
あ
り
ま
す
。

※
１
…
18
歳
に
な
る
年
度
の
末
日
ま
で
の
子

ま
た
は
障
害
等
級
１
級
・
２
級
の
障

が
い
の
状
態
に
あ
る
20
歳
未
満
の
子

◆
年
金
を
受
け
ら
れ
る
要
件

　

次
の
い
ず
れ
か
の
条
件
に
当
て
は
ま
る
人

に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
日
本
国
内
に
住
所
が
あ
り
、
初
診
日
（
病

気
や
け
が
で
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け

た
日
）
に
国
民
年
金
の
被
保
険
者
の
人
ま

た
は
、
国
民
年
金
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
（
老
齢
基
礎
年

金
を
繰
り
上
げ
て
受
給
し
て
い
る
人
は
除

く
。）
で
、
初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々

月
ま
で
の
全
被
保
険
者
期
間
に
３
分
の
２

以
上
の
保
険
料
を
納
め
た
期
間
（
保
険
料

免
除
期
間
、
若
年
者
納
付
猶
予
期
間
、
学

生
納
付
特
例
期
間
を
含
む
。）
が
あ
る
か
、

初
診
日
の
属
す
る
月
の
前
々
月
ま
で
の

直
近
１
年
間
に
保
険
料
未
納
期
間
が
な

い
人
。

○
20
歳
に
な
る
前
に
初
診
日
が
あ
り
、
障
害

認
定
日
※
２
に
法
令
で
定
め
ら
れ
て
い
る

障
害
等
級
表
の
１
級
ま
た
は
２
級
の
障
が

い
の
状
態
に
な
っ
た
人
、
ま
た
は
障
害
認

定
日
に
該
当
し
な
か
っ
た
人
が
65
歳
に
な

る
前
日
ま
で
に
該
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た

人
。（
た
だ
し
、
20
歳
に
な
る
前
の
傷
病

で
障
害
年
金
を
請
求
す
る
場
合
、
納
付
要

件
は
問
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
制

限
が
あ
り
ま
す
。）

※
２
…
障
が
い
の
程
度
を
定
め
る
日
の
こ

と
。
原
則
と
し
て
、
病
気
や
け
が
に

よ
り
初
め
て
医
師
の
診
療
を
受
け
た

日
か
ら
１
年
６
カ
月
を
経
過
し
た

日
、
ま
た
は
１
年
６
カ
月
以
内
に
症

状
が
固
定
し
た
日
の
こ
と
を
い
い

ま
す
。

　

出
産
予
定
日
ま
た
は
出
産
日
が
属
す
る

月
の
前
月
か
ら
４
カ
月
間
（
多
胎
妊
娠
の

場
合
は
３
カ
月
前
〜
６
カ
月
間
）
の
国
民

年
金
保
険
料
が
免
除
で
き
ま
す
。（
平
成

31
年
４
月
分
保
険
料
〜
）

※
出
産
と
は
、
妊
娠
85
日
以
上
の
出
産
を

い
い
ま
す
。（
死
産
、
流
産
、
早
産
の

場
合
を
含
む
。）

【
対
象
者
】

　

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
者
で
、
出
産

日
ま
た
は
出
産
予
定
日
が
平
成
31
年
２
月

１
日
以
降
の
人

【
申
請
方
法
】

　

出
産
予
定
日
の
６
カ
月
前
か
ら
届
出
で

き
ま
す
。
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
支
所
住

民
福
祉
課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

【
必
要
な
も
の
】

•
出
産
予
定
日
（
出
産
日
）
の
わ
か
る
も

の
（
母
子
手
帳
な
ど
）

•
本
人
確
認
で
き
る
も
の
（
運
転
免
許
証

な
ど
）

•
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
ま
た
は
基
礎
年
金
番
号

の
わ
か
る
も
の

•
印
鑑

産
前
産
後
期
間
の

国
民
年
金
保
険
料
が
免
除
で
き
ま
す
。

障
害
基
礎
年
金
を
ご
存
知
で
す
か

【
問
い
合
わ
せ
】

○
保
険
年
金
課

　

☎
22
・
９
６
５
９

　

℻  
26
・
０
１
５
１

　

hoken@
city.iga.lg.jp

○
各
支
所
住
民
福
祉
課

○
津
年
金
事
務
所

　

☎
０
５
９
・
２
２
８
・
９
１
１
２
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お
知
ら
せ
拡
大
版

ま
ち
か
ど
通
信

お
知
ら
せ

募
　
集

コ
ラ
ム

図
書
・
救
急
な
ど

催
　
し


